
 

 

 

 

 

 

１ 職種・募集人数・受験資格 

職種 募集人数 受験資格 

附属看護専門学校 

専任教員 
若干名 

次の各項目をすべて満たす方 

・採用日現在の年齢が４５歳以下 

・看護師・助産師として５年以上の臨床経験を有している 

・看護教員養成講習会を修了している、又は専任教員として

の資格要件を満たしている（小児看護学、母性看護学、精

神看護学のいずれかの領域の経験があればなお良い） 

※地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

※看護職（看護師、助産師）と同じ所属に配属され、同じ職務に従事する場合があります。 

 

２ 採 用 日 令和６年５月１日以降 

 

３ 受験手続 郵送での申込のみとなりますので注意してください。 

 （１）必要書類 

  ①松戸市病院事業 職員採用試験受験申込書（松戸市病院事業指定様式） 

  ②履歴書（松戸市病院事業指定様式） 

  ③看護師免許証の写し 

  ④助産師免許証の写し（有資格者のみ） 

  ⑤専任教員として必要な研修・講習の修了証書又は受講中であることの証明書 

  ⑥受験票返送用封筒 

・長形３号（１２ｃｍ×２３．５ｃｍ）の封筒（サイズ指定）をご用意ください。 

    ・封筒には、返送先郵便番号・住所・氏名を記入し、４３４円分の切手を貼付してください。 

    ・氏名の後に「様」と記入してください（「行」「宛」等は記入しないでください。）。 

 

※提出書類は、消すことができない黒インク又は黒ボールペンを使用し、すべて本人 

が記入してください。 

  ※受験票及び履歴書には、必ず同じ写真（縦 4cm×横 3cm）を貼付してください。 

  ※①及び②は、松戸市立総合医療センターホームページからダウンロードできます。 

  

（２）受験票の交付 

 受験票は、受験票返送用封筒に入れ、試験実施日の１週間前頃に郵送で交付します。 

  試験実施日の２日前までに受験票が届かない場合は、問合せ先までご連絡ください。 

令和５年度 松戸市病院事業職員採用試験受験案内 

（有資格者・第１回） 
松戸市病院事業では、令和６年度採用予定者を次のとおり募集します。 



（３）注意事項 

書類に不備等があった場合、受験できないことがありますのでご注意ください。 

なお、記載事項に正しくないことが判明した場合は、合格取消しとなります。 

 

４ 試験実施日・受付期間・採用予定日 

試験実施日 
受付期間 

（期間内消印有効） 
採用予定日 

令和６年３月１０日（日） 
令和６年２月 ９日（金） 

   ～２月２９日（木） 
令和６年５月１日以降 

※試験時間は、受験票返送時にお知らせします。 

※試験実施日の変更はできません。 

 

５ 試験科目 小論文、適性検査、個人面接 

 

６ 試験会場 松戸市立総合医療センター 会議室 

       〒270-2296 千葉県松戸市千駄堀 993 番地の 1 

 

７ 合格者の発表 

 採用試験の合否は、令和６年３月２２日頃に文書で本人に通知します。 

 

８ 不合格者への試験結果の開示について 

受験者本人が、受験票及び運転免許証等の本人を確認できる書類を持参のうえ、直接 

お越しください。なお、電話・はがき等による請求及び代理人による請求では、開示 

することはできません。 

開示対象者 開示内容 開示期間 

試験不合格者 順位及び総合得点 試験結果通知発送日から１ヶ月間 

 

９ 勤務時間・休暇等（令和５年４月１日現在） 

 （１）身  分 正規職員（地方公務員） 

 （２）勤務時間 原則として１週間につき３８時間４５分、１日７時間４５分 

         ８時３０分から１７時００分まで 

 （３）週 休 日 土曜日・日曜日 

（４）休  日 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

12 月 29 日から翌年の 1月 3日まで 

 （５）休暇制度 年次有給休暇及び結婚・出産・忌引等の特別休暇があります。 

（６）そ の 他 育児休業制度、介護休業制度等があります。 

 

 



１０ 給  与 

 松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等に基づき支給します。 

（１）初任給は、免許取得後の経験年数に応じて、一定の基準により決定します。 

免許取得後に医療機関等で資格職として勤務し、その後に採用された場合、 

令和６年４月における初任給（地域手当を含む。）は、次のとおりです。 

 

経験年数 支給額（固定額） 

４年制大学卒業後、臨床経験５年と

教員経験２年を有する場合 
２９３，１５０円 

３年制養成所卒業後、臨床経験５年

と教員経験２年を有する場合 
２９０，０７０円 

   ※就労していない期間は除算されます。 

 

（２）上記のほかに、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末勤勉手当（賞与）、その他 

実績に応じた手当（時間外勤務手当等）が支給されます。 

（３）今後の給与改定の状況によっては、初任給等の額が変動します。 

 

 

【お問い合わせ先】 

 〒270-2296 千葉県松戸市千駄堀 993 番地の 1 

 松戸市病院事業 事務局人事課 

 電話：０４７－７１２－０７１５ 

 Mail：mchjinji@city.matsudo.chiba.jp 

 ＨＰ：https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/ 


